	
諫早市道の駅２５１いいもりじゃがーロード
地域交流施設使用料減免申請書

令和　　年　　月　　日　

　諫早市長　大久保　潔　重　様

住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名・名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電　　　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　諫早市道の駅２５１いいもりじゃがーロード条例施行規則第８条第２項の規定に基づき、次のとおり申請します。

	１　利用目的
	

	２　利用施設
	体験・研修室　　　多目的交流スペース（全面・半面）

	３　利用日時
	　令和　　年　　月　　日（　　曜日）　　時　　分から
　令和　　年　　月　　日（　　曜日）　　時　　分まで

	４　人　　員
	　　　　　　　　人

	５　使用料
※
	施　設　名
	利用時間
	１時間当たりの使用料
	営利目的の場合
	合計

	
	
	A
	B
	C
	D（A×B×C）

	
	体験・研修室
	時間
	２００円
	×２
	円

	
	多目的交流スペース
	全面
	時間
	２００円
	×２
	円

	
	
	半面
	時間
	１００円
	×２
	円

	６　減免申請をする理由
	１　諫早市が主催又は共催する行事に利用するため
２　国又は他の地方公共団体が公用に供するために利用するため
３　市内に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校又は大学が行事その他の活動に利用するため
４　市長が認める公共的団体が公共の用に供するために利用するため
５　市長が公益その他の理由により必要と認めるため

	７　備　　考
	

	８　決裁欄
※
	正規の使用料
	減免する使用料
	減免後の使用料

	
	円
	円
	円

	
	部長
	理事
	次長
	事務局長
	[bookmark: _GoBack]主任
	担当
	取扱者

	
	
	
	
	
	
	
	


　※印の欄は記入しないでください。
